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3-2-4　施工計画／調達計画

3-2-4-1　施工方針／調達方針

（１）基本方針

　本プロジェクトは日本国政府の無償資金協力事業により実施する。従って、所定の工期

内に竣工すべき制約があることを考慮して、適切な工法計画、資機材調達計画、工程計画

を立案し、適切な施工基準、施工監理のもとに工事を実施する。工事の施工は、以下の基

本方針に基づき実施する。

a.� キルンバ魚市場周辺の代替地では、引き続き物資の卸売・小売等の販売活動が行われ

る計画であり、周辺の流通活動にできる限り支障のないよう留意する。

b.� 市街地内での工事であることから、近隣の生活環境に影響を与えないように留意する

と共に、計画地がビクトリア湖に面することから、工事排水等によってビクトリア湖

の水質に悪影響を与えないよう留意する。

c.� 現地は首都から陸路で 1400 ㌔離れた遠隔地にあるため、建設資機材の調達にあたっ

ては、現地の手配・輸送事情に注意し、的確な工程管理体制を講じる必要がある。

d.� 相手国側の関係者との連絡を密にし、各工事段階において十分な意志疎通を図ると共

に、建設許可の取得、電気、水道等の引き込み手続に齟齬を来さないように注意する。

e.� 現地の建設技能者の技術力は必ずしも高いものではなく、特殊な機械の調達は困難で

あるため、これらを慎重に査定し、周辺の建設事情を最大限に活用するよう計画する。

（２）現地建設業者等の活用の方針

　「タ」国には多くの建設会社があるが、大規模な工事を行う能力がある建設業者は多く

ない。監督官庁である公共事業省の登録を受けた業者もいるが、何れも首都圏の業者であ

り、現地下請業者として選定することは問題ないが、工期の遵守や品質の確保の面での不

安要素はある。また、首都の熟練技術者や技能者は、全国の作業現場に出張可能であり、

彼らの手配の面では問題ないが、その技術力は必ずしも高いものではない。これらの諸条

件を慎重に検討し、できる限り現地技術者を活用する方針とするが、設備工については日

本人技能者の派遣を計画する。

（３）相手国側実施体制

　

　本プロジェクトのタンザニア国側の責任機関は天然資源観光省であり、Ｅ／Ｎ締結準備、

銀行取り極めの実施主体となり、Ｅ／Ｎ締結後に速やかに環境影響評価調査を実施する。

事業の実施に関しては、同省の水産局が実務を担当し、コンサルタントとの設計監理業務
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契約、建設業者との工事請負契約、及び関係各省庁との所定の手続き、実施内容の審査、

承認、許可申請・取得等を行う。この他に、本プロジェクトに用いる建設資材、設備等の

受入、免税手続きも水産局が担当する。

　一方、プロジェクト・サイトの確保、整地、工事期間中のキルンバ魚市場の代替地の確

保と活動場所の配分、建設許可の取得、電気及び水道のサイト内への引き込み工事をムワ

ンザ市が行う。

　尚、水産局とムワンザ市は本プロジェクトの実施に際し、お互いの役割分担を確認し、

作業の進捗、実施状況について意志の疎通を図り、円滑な事業の推進に努める。

3-2-4-2　施工上／調達上の留意事項

a.� 施工期間中は、周辺の３箇所の代替地において卸売等の活動が行われるが、工事の安

全に留意し、工事期間中は関係者以外の建設区域の立ち入りを禁止すると共に、工事

車両等の動線計画に留意し、資機材の搬入出時の安全管理のための警備員の配置等の

措置を講じる。

b.� 本プロジェクトの敷地は建設工事の視点から見ると十分でないために、建設資機材や

建機等の保管場所等の仮設用地の利用については慎重に計画し、敷地周辺の交通や地

域住民の活動を妨げないよう施工計画、工程監理を綿密に行う必要がある。

C.� 建設工事用地の前面は湖なので、用地内への進入を完全に遮断することが難しい点に

留意し、建設資機材等の盗難防止に対し十分な警護体制を講じる必要がある。

3-2-4-3　施工区分／調達・据付区分

　本プロジェクトを我が国の無償資金協力で実施する場合、両国の負担事項は以下の通り

である。

＜タンザニア側分担事項＞

a.� 敷地内のトイレ、組合事務所、食堂群、電柱等の撤去

b.�建設敷地までの、水道・電気接続の負担金・工事費用の負担

c.�工事期間中の仮市場用地の準備とそれにかかる準備業務

d.�取付道路部分を含めた敷地外の舗装等の必要な工事

e.�本プロジェクトの建設工事に必要な「タ」国内で必要な許認可の取得

f.� 本プロジェクトの建設工事に必要な「タ」国の免税・通関の確保

＜日本側分担事項＞

a.� 実施設計、入札業務の補助及び施工監理等のコンサルタント役務の提供

b.�基本設計報告書の記載事項にある施設の建設に必要な全ての資機材と労務の調達

c.�基本設計報告書の記載事項にある施設建設工事に必要な品質検査の実施
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3-2-4-4　施工監理計画

　施工にあたっては、「タ」国関係機関、JICA 事務所、日本国大使館、コンサルタント、

施工業者間での連絡体制や、施工監理に必要な資機材、車輌、事務所等の計画、品質管理

にかかる諸手続、磁器、管理方法を適切に計画する。また、要員計画においては、施工監

理に必要な技術レベル、配置、人数、編成について、現場常駐監理技術者、スポット監理

技術者及び現地雇用の補助員等を慎重に検討し、適正な計画で行う。

（１）基本方針

ａ.� 「タ」国政府と設計・監理契約を締結した後、コンサルタントは現地調査及び最終打

ち合わせをムワンザ市関係者と行う。

ｂ.� 国内にて詳細設計図、入札仕様書、構造計算書、数量計算表等、入札に必要な図面書

類等を作成する。タンザニア側関係者の承認を得る。

ｃ.� 入札図書の完成後、施主の承認を得て、入札参加資格審査、入札、入札評価等を経て

適正な手続きによって工事請負業者、機材納入業者を選定する。

ｄ.� 「タ」国政府と請負業者等の工事契約後、コンサルタントは国内において工事請負業

者が提出する施工図のチェック、機材納入業者から提出される仕様書の確認、工場検

査・試運転を行った後に、第三者機関立ち会いのもと船積み検査を行う。

ｅ.� 現地においては、監理技術者を派遣し、現地下請け業者の選定状況、関係者との定例

会議、工事管理及び品質管理試験、出来高検査の立会、管理報告書作成等の工事に関

する全般的な監理業務を実施する。必要に応じて、日本政府機関への報告を行う。

（２）施工監理上の留意事項

ａ.� 建設資材はその殆どが不定期の内陸輸送による調達となる。調達・輸送による工程の

遅れを生じないように、承認書類や発注計画の確認を徹底させる。

ｂ.� 計画地周辺にはコンクリートプラント工場がなく、骨材の選定も限られてくることか

ら、コンクリートの品質管理には十分注意する。

ｃ.� 市街地での工事となるため、安全管理とともに騒音、整理・整頓、清掃に留意する。

（３）施工監理体制

ａ.� 総括責任者は、常駐施工監理者と協力して、工事請負会社の施工・管理体制、施工図

のチェック、資機材調達・輸送計画等を監督する。

ｂ.� 日本で調達する資材・機材は、日本側担当者が工場検査、船積検査を行う。

ｃ.� 「タ」国関係者と定期的な業務打ち合わせを行い、実施工程及び業務の調整を図る。
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3-2-4-5　品質管理計画

　本プロジェクトでは、下記の方針に基づき品質管理を実施する。

１）品質管理の標準となる規格や特性値を設計図書に明確に定める。

２）品質を確保するために、設計図書において各管理項目別に施工計画書に管理手法を提

示させる。

３）施工段階毎の品質管理が確認できるよう、各種統計的な手法により施工期間中の品質

を確認する。

４）施工期間中に設計図書や施工計画書から微細な変更等が生じた場合でも、書類に残す

こととする。

５）コンクリートについては標準的な管理を行うとともに、温度管理には十分配慮する。

3-2-4-6　資材等調達計画

（１）建設用資機材

　一般的な建築資材は、塗装材料、衛生器具、工具等の特殊なものを除いて、常時輸入さ

れているものは豊富に流通している。現地では入手が難しいか、入手出来たとしても輸入

するため高価になるもの、もしくは十分な品質を備えた資材の入手が困難な場合は、第三

国または日本調達を計画する。

表 3-37　建設資機材調達先

調達先資機材名

現地 日本 第３国

備　考

建設資材

コンクリート骨材 ○

セメント ○ 経済性において有利

異形鉄筋 ○ 現地で入手が難しい

構造用鉄骨 ○ 現地で入手が難しい

型枠用合板等木材 ○

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ○

木材（構造・造作） ○

浮桟橋用鉄板 ○ 現地で入手が難しい

屋根材料 ○ 現地での入手が難しい

天井 ○

照明器具 ○ 現地で入手が難しい

設備用配管材 ○ 現地で入手が難しい

床用塗り材 ○ 現地で入手が難しい

電設資材 ○ 現地で入手が難しい

揚水ポンプ ○ 現地で入手が難しい

水産加工排水処理装置 ○ 現地で入手が難しい

非常用発電機 ○

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ ○ 現地で入手が難しい
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3-2-4-7　実施工程

　本プロジェクトの実施においては、施設の詳細設計・入札までの実施設計に 4.0 カ月、

施設建設業者契約後の図面承認・建設工事・検査等の工事期間に 11.0 カ月を予定してい

る。表 3-38 に事業実施工程を示す。

表 3-38　事業実施工程表

実施設計

施　　工

�１　���２　��３　　４　　５　　６　　７　　�８　　�９　　10　　11　　12

（現地調査）

（国内作業）

（入札・契約）

月
項目

（計４カ月）

（準備・仮設工事）

（基礎・区体工事）

（設備・仕上工事）

（土木・外構工事）

（特殊設備工事）（計１１カ月）
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3-3　相手国側分担事業の概要

（１）本プロジェクト施設建設予定地の整地。

１）キルンバ魚市場内の、撤去、移設の必要がある施設、構造物の撤去、移設。

２）既存食堂施設の撤去、移設。

３）既存給水管、照明用電気設備の撤去。

４）ムワンザ市と UNDP の協力で建てられたキルンバ魚市場内施設の移動、撤去に

係る UNDP の事前承諾の取得。

（２）本プロジェクトの実施、建設工事に係わるタンザニア国内で必要となる全ての許認

可の取得。

（３）本プロジェクトの実施に必要な銀行取極の締結、支払い授権書の速やかな発給。

（４）本プロジェクトの実施、建設工事に必要となるタンザニア国内での迅速な免税、通

関の確保。

（５）建設工事、資材調達及び役務を提供するに際してタンザニア国内で日本人及び日本

法人に課せられる全ての税金、その他課徴金の免税措置。

（６）本プロジェクトの実施に際し必要となる日本人に対するタンザニア国への入国、滞

在許可。

（７）工事用仮設ヤード、現場事務所用地等の本プロジェクトの建設工事にかかる用地の

確保。

（８）建設工事中のサイト内への部外者の立ち入り禁止措置。

（９）建設工事期間中のキルンバ市場施設の代替地の確保と既存利用者への適切な配分。

3-4　プロジェクトの運営・維持管理計画

　本プロジェクト施設であるキルンバ魚市場は市の公設市場として、天然資源観光省水産

局の監督、指導の下でムワンザ市がその運営・維持管理の責任を負う。魚市場施設は経済

通商部市場課の管理下で運営・維持管理されるが、市場内区画の具体的な運用と活動につ

いては、水産物組合を水産課が、農産物組合、林産物組合を組合・農業・牧畜部が、食堂

組合を保健衛生部が指導・監督を行う。

　施設の通常管理業務の内、ゴミ置場に収集されたゴミの処理、排水処理槽、トイレ浄化

槽、加工区排水処理槽の定期的な清掃業務、建物全体の保全・修理等に係る予算の確保と

実施作業は、市場課が管理の責任を負い、市の財政で行なう。その他、産品取引課税金の

徴収、市場内の清掃、市場内の警備、トイレ使用料の徴収、トイレの清掃等の日常的管理

業務は入札で選任された請負業者が行う。
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　本プロジェクトの運営・維持管理体制の組織図を図 3-24 に示す。

天然資源観光省

　　大　臣　
水産局

法務官　　監査官
経済通商部

市場課水産課

保健衛生部　　組合・農業・牧畜部

食堂組合

�（１）

農産物組合

　（２）

林産物組合

　（１）

水産物組合

　（4）

水産加工組合

　（１）

市場管理業務

請負業者

・商品取扱税徴収

・市場内清掃

・市場内保安

　ムワンザ市

市長（行政担当）

トイレ管理業務

請負業者

・料金徴収

・清掃

水産開発部

ムワンザ州

水産局事務所

【キルンバ魚市場】

（入札・選任・監査）

（指導・監督）

（指導・監督）

（指導・監督）

（業務委託）

（納金）

（政策指導・統計管理）

（使用料支払い）

図 3-24　キルンバ魚市場運営体制組織図
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3-5　プロジェクトの概算事業費

3-5-1　協力対象事業の概算事業費

　

　本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、6.46 億円となり、先に述べ

た日本とタンザニア国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（３）に示す積算条

件によれば、次のとおりと見積もられる。

（１）日本側負担経費

概算事業費　　�約　643.8 百万円

キルンバ魚市場　市場棟１棟、食堂棟１棟、事務所棟×6 棟、他（建築延べ床面積：約 7,600 ㎡）

費　目 概算事業費　（百万円）

建築施設 市場棟 344.7
管理事務所棟×６棟 19.50
加工魚倉庫・販売棟 2.36
食堂棟×１棟、排水処理設備 30.27
守衛室×２室 1.35
ゴミ置場×２カ所 1.02

炭保管小屋×1 棟 1.68

トイレ（浄化槽含む）×２棟 9.29
加工場作業台、排水処理設備 9.01
電気設備・非常用発電設備 8.46
場内道路舗装、仕切塀、外構 38.97
給水設備（受水槽、給水塔） 18.31 484.89

土木施設 擁壁・捨石護岸 13.41
渡桟橋 5.98
連絡橋 13.34
浮桟橋 56.78 89.51 574.4

実施設計・施工監理・技術指導 69.4

（概算事業費は暫定的なものであり、無償資金協力事業としての承認を得るために、日本

国政府により更なる審査が行われるものである。）
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（２）タンザニア国側負担経費　　24,920.000�Tshs.（約 3.01 百万円）

　①� プロジェクト用地の整地 �7,000,000�Tshs. （約 0.85 百万円）

　②� 建設期間中の代替地確保及び準備費 15,000,000�Tshs. （約 1.81 百万円）

　③� 建設施設内、水道、電気引き込み工事費 100,000�Tshs. （約 0.01 百万円）

　④� 相手国側負担塀の建設費及び門扉の設置費　��2,820,000�Tshs.����（約　0.34 百万円）

24,920.000�Tshs. （約 3.01 百万円）

（３）積算条件

　　① 積算時点　 平成 15 年 2 月末

　　② 為替交換レート １US$ ＝　122.16　円

　　 １現地通貨（1Tshs.） ＝　0.1208　円

　　③ 施工期間 １期工事とし、詳細設計、工事の期間は施工工程に示した

とおり。

　　④ その他 本プロジェクトは、日本政府の無償資金協力の制度に従い、

実施されるものとする。

3-5-2　運営・維持管理費

　本プロジェクト施設の建設工事完了後の運営・維持管理に必要な経費は、これまで行わ

れてきた方法に従って、ムワンザ市の市場管理経費から拠出される。

　収入項目は、①市場内区画の使用料、②産品取引課税金、③トイレ使用料金の３項目が

ある。①市場内区画の使用料は品目別に区画単位で料金が設定されており、各組合が利用

区画数に応じた年間使用料を纏めて年頭に市に納めている。②産品取引課税金は品目と取

引量に基づいて料金が条例で定められており、売り手が市場へ搬入する時と買い手が市場

から搬出する時の２回に渡り徴収される。③トイレ使用料金は、利用者から、トイレ（小

便器）、トイレ（大便器）、シャワー等、施設別に設定された料金が毎回徴収される。この

②産品取引課税金と③トイレ使用料金は、市が定める入札制度によって選定された市場管

理組織が徴収し、月単位で市に納めている。

　支出項目は、全てムワンザ市の市場課が請求内容の確認を行い、市長の承認を経て市の

財政から直接請求者へ支払われる。次頁の表 3-39 にキルンバ魚市場運営収支の試算表を

示す。
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表 3-39　キルンバ魚市場運営収支の試算表　　　　（単位：Tshs.）

収入／科目 内　訳 金額／年 (%)

直接収入① 市場利用料 10,440,000 4.5

　 ダガー 100 区画、加工 24 区画、鮮魚 10 区画、バナナ 6 区

画、

穀物 20 区画、野菜・果物 4 区画、林産品 10 区画、

　合計　174 区画×＠5,000／月×12 カ月

間接収入② 産品売買課徴金 204,000,000 88.5

　 　ダガー　＠15,300,000／月×12 カ月＝183,600,000

　農産物　　� ＠850,000／月×12 カ月＝� 10,200,000

　林産物　　� ＠680,000／月×12 カ月＝� � 8,160,000

　その他　　� ＠170,000／月×12 カ月＝� � 2,040,000

間接収入③ トイレ使用料 16,200,000 0.70

小便　　＠� 50×300 人／日×30 日×12 カ月＝5,400,000

大便　　＠100×100 人／日×30 日×12 カ月＝3,600,000

シャワー＠200×100 人／日×30 日×12 カ月＝7,200,000

収入合計 230,640,000 100.0

支出／科目 内　訳 金額／年 (%)

電気料金 日中：12kw×30%×9 時間＝32.4kwh／日、

夜間：1.4kwh×11 時間　＝15.4kwh／日、

ポンプ・排水処理施設：5.5kw×2 時間＝11.0kwh／日、

＠90×58.8kwh／日×30 日×12 カ月＝1,905,120

1,905,120 11.1

水道料金 平均使用量：8 ㎥×30 日×12 カ月×＠250＝720,000 720,000 4.2

非常用発電機 2.8�ﾘｯﾀｰ／時×300 時間／年×＠700／ﾘｯﾀｰ＝588,000 588,000 3.4

ゴミ処理代 @�20,000×2 カ所×3 回／週×52 週＝6,240,000 6,240,000 36.4

トイレ浄化槽 ＠40,000×2 カ所×2 回／年＝160,000 160,000 0.9

食堂処理槽 ＠40,000×1 カ所×2 回／年＝80,000 80,000 0.5

加工区処理層 ＠40,000×1 カ所×4 回／年＝160,000 160,000 0.9

市場棟保全費 @�200,000／月×12 カ月＝2,400,000 2,400,000 14.0

食堂棟保全費 @50,000／月×12 カ月＝600,000 600,000 3.5

市職員人件費 市職員３名相当：＠120,000／月×3 人×12 カ月＝4,320,000 4,320,000 25.1

支出合計 17,173,120 100.0

収　　支 ＋213,466,880

　運営収支の試算結果より、収入 Tshs.230,640,000 に対する支出 Tshs.17,173,120 は

少額であることから、現状の運営・維持管理体制及び利用料、課徴金の徴収システムで、

計画魚市場の運営・維持管理に問題はないと判断される。

　また、本プロジェクトの実施により新たに整備される施設の内、利用者が特定できる施

設については、当初は従来通り市が負担するが、将来は各施設を利用する組合から下記使

用料を徴収するシステムの導入を検討する計画とする。尚、使用料の設定は、各施設の利

用状況を調査、確認した上で、使用料の徴収に必要な規約の制定、施行手続きを経て、か

つ利用者の負担にならない範囲で行うものとする。

　この、利用者負担の原則の導入により、利用者には各施設及び電気、水道の有効活用を

促すと共に責任の所在を明確化し、同時に、市の支出額の節約を図るものとする。
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・組合事務所の使用料。

・各事務所、食堂棟で使用する電気料金。

・食堂棟、加工区で利用する水道料金。

3-6　協力対象事業実施に当たっての留意事項

　本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の制度に従って単年度事業として計画されて

おり、実施期間が限られている。特に、タンザニア国側負担事業である、環境影響評価、

キルンバ魚市場の代替地の確保と利用者の移転作業、さらに、既存施設の移設、撤去作業

等は、本協力対象事業の実施に大きく影響を及ぼす可能性があり、交換公文締結後の前述

作業をできる限り速やかに行い、事業の実施に必要な工期を確保することが望まれる。

　また、建設工事終盤には本事業の完工に不可欠な電気及び水道の引き込み工事が計画さ

れている。従って、本事業の実施に当たっては、実施前、実施中の日本国側とタンザニア

国側の分担事業の内容、時期について、プロジェクト実施機関である天然資源観光省、同

水産局、ムワンザ市及びコンサルタント、施工業務請負業者は、詳細かつ綿密な工程管理

計画を作成し、事業の進捗について相互に意志の疎通を図り、円滑な事業の推進と完工を

図ることが求められる。
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証

4-1　プロジェクトの効果

　本プロジェクトにおける協力対象事業の実施により、以下に示す効果が期待される。

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度

　ビクトリア湖沿岸域の零細漁

業振興の集荷拠点としての魚市

場整備が遅れている。特に、既

存魚市場は屋根がなく、地面が

未舗装状態で、雨が降ると市場

機能が停止し、商品が価値を失

い、流通量が減り、市場関係者

の仕事が減る等、経済的損失が

大きい。

　未整備状態の既存キルンバ魚

市場に、屋根を設け、床面を舗

装し、利用者、産品、荷車及び

車輌の動線を考慮した市場施設

を建設する。

（市場建物、守衛室、駐車場

　公衆トイレ、浄化槽

　ゴミ収集場、給水施設

　配電設備及び非常用発電機）

　雨天による作業の中断が改善

され、市場内での作業効率が向

上し、漁獲後損失、流通ロスが

低減され、結果として水産物の

供給量の増加が可能となる。

　漁民及び市場関係者の雇用機

会の増加、損失低減による収入

増加が可能となり、生活レベル

の向上と貧困削減に寄与する。

　既存魚市場には岸壁、桟橋等

の陸揚げ施設がない。危険かつ

過酷な水中陸上げ作業の改善、

産品の安全かつ効率的な陸揚げ

作業ができない状況にある。

　流通産品の安全かつ効率的な

陸揚げと市場内への搬入に必要

な係船・陸揚げ施設と搬入路を

建設する。

（浮桟橋、連絡橋、渡桟橋）

　荷役作業環境が改善され、荷

役作業員の安全性の確保、重労

働の軽減が可能となる。同時に

陸揚げ作業の効率改善、流通効

率全体の改善が可能となる。

　塩干加工作業場に適切な作業

台、加工品保管倉庫、排水処理

設備が未整備で、作業環境は非

衛生的な状況である。

　塩干加工区画の作業環境と排

水処理設備の整備を行う。

（作業場及び排水処理装置、

　倉庫、鮮魚販売台、

　公衆トイレ、浄化槽）

　加工品の品質、安全性の向

上、付加価値の向上、作業環境

の改善、作業従事者の収入向上

が可能となる。また、適切な排

水、残滓処理が可能となり、環

境保全に寄与できる。

　魚市場を管理する公的機関は

市場内に事務所がなく、９つの

組合組織は機能的な事務所施設

を有していない。従って、適切

な市場管理業務、情報収集、統

計作業が行えない状況にある。

　ムワンザ市市場課、水産課、

ムサンザ州水産局、税関及び 9

つの組合組織の事務所施設の建

設を行う。

（公的機関管理事務所、

　組合組織管理事務所）

　魚市場の管理施設が整備され

公的管理体制の強化及びサービ

ス提供の改善が図れる。また、

組合組織の円滑な事務、管理作

業が可能となり、組合活動の活

性化が期待できる。

　簡素な屋根、土間の床面及び

調理、配膳設備が未整備で、適

切な排水、残滓処理ができない

等、非衛生的な状況である。

　衛生的かつ排水処理設備を備

える食堂施設を建設する。

（食堂棟：Mama-lishe）

　衛生環境の改善による調理品

の安全性向上、顧客の増加、食

堂関係者の収入向上が期待され

る。市場使用者の就労意欲の向

上と周辺環境保全に貢献する。
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（１）直接的効果

　本プロジェクトの実施により、ムワンザ、マラ、カゲラでダガーの生産に従事する零細漁

民約 1 万２千人、キルンバ魚市場内で卸売り・流通業務に従事する組合員約 550 人、労働

者約２千人、食堂運営者約 60 人及び１日当たりの利用者 2 千人に対して、以下の効果が期

待される。

１）降雨による年間約 120 日に及ぶ市場内作業の中断、及び 30 日以上の市場閉鎖の制約が

解消され、市場の流通効率が向上し、流通品の価格及び出荷量の不安定性が改善される。

２）ダガーの年間取扱量の約 10％に相当する漁獲後損失量約 1 千トン、損失額約 6 万 7 千

Tshs.の削減に寄与し、漁民、組合、卸売業者の収入向上を図ることが可能となる。

３）陸揚げに伴う過酷な労働の緩和、作業員の安全性、荷役作業の効率が改善される。

４）零細漁業振興とビクトリア湖の水産資源の有効利用を行うための漁業実態の調査、情報

収集、統計管理業務の改善と、漁民への適正かつ有効な情報提供、指導等が可能とな

５）市場内トイレ、ゴミ収集場、排水処理施設等の衛生施設の整備により、市場周辺環境の

汚染防止を図り、同時に市場利用者に対する衛生的な作業環境が提供できる。

６）陸揚げ施設と品目別取扱区画が整備されることにより、ムワンザ市の歳入となる市場施

設使用料、産品取扱料の徴収効率が改善される。

（２）間接的効果

１）漁獲後損失の低減により、ダガーを生産する零細漁民及び市場内労働者、さらにその家

族約 5 万人の生計の安定、生活レベルの向上を通じて、同国の貧困削減に寄与する。

２）漁獲後損失を低減することにより、限られた漁業資源の有効利用が可能となり、食糧自

給と国民への安価な蛋白質供給による栄養改善に貢献する。

３）ダガーの周辺国への輸出量増加による外貨の獲得と貿易収支の改善に寄与する。

４）適切な市場内排水処理により、ビクトリア湖への環境負荷軽減に寄与する。

５）市場の情報管理、統計作業の充実が可能となり、同国の今後の漁業振興政策の策定と管

理型漁業の推進に寄与する。

4-2　課題・提言

１）情報処理機能の改善

　キルンバ魚市場市場は、年間取扱量 1 万トンを誇る同国最大級の水産物流通拠点であり、

入荷、取扱量、価格等の取引状況にかかわる正確かつ迅速な情報の把握は、同市場施設の円

滑かつ合理的な運営と、国内および近隣国市場の消費地との需給バランス、価格の安定等を

図る上で重要な役割を果たし、同国の水産物の有効活用、安定供給に寄与するものである。
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さらに、市場の統計資料は、ビクトリア湖の環境変化、水産資源量の変化を知る上でも重要

であり、ビクトリア湖の中・長期的水産振興計画の策定、実施に際し重要かつ不可欠な資料・

情報となる。一方、これまでは市場施設の未整備により、適切な情報処理作業の実施が困難

であったこともあり、有効な情報収集、処理作業が行われていない。このような観点より、

本プロジェクトの実施を契機に、この市場の運営管理責任機関となるムワンザ市水産課の情

報処理作業を改善、合理化による情報センターとしての機能の充実が望まれる。

　具体的には以下の改善が考えられる。

・ 集荷先別、品目別取扱量、取引価格、仕向地等に係る統一された記録台帳を作成し、同

時に、ムワンザ市水産課の情報処理体制の組織的強化を図る。

・ 市場管理委託業者及び市場内で活動する各組合、卸売り関係業者に対し、上記情報収集

に係る役割分担を明確に示し、品目別取扱数量に関する情報収集、報告作業の義務化と徹

底を図る。

・関係業者に対し、記録内容、方法の指導を行い、同時に報告期限を明示し、情報処理の迅

速化と精度向上を図る。特に、従来の袋単位、荷姿単位の検量でなく、秤を用いた正確な

重量単位による流通量の計測、統計処理の実施が必要と考えられる。

２）漁獲後損失の削減と製品の品質向上

　市場内に屋根が設置され床面が舗装されることにより、従来の問題点であった市場内での

ダガーの漁獲後損失の削減が期待される。しかし、従来よりダガーの再乾燥作業は、床面に

敷いたビニールシートの上で行われており自然通気による乾燥効率が悪く、また入荷量が最

も増える新月前後は、床面積が不足し薄く広げられないことから十分乾燥させることが困難

である。従って、これらの問題を解決するための方策として、通気性の良い網等を用いた数

段の乾燥棚を作成、導入等し、自然通気による乾燥効率を高め、同時に、限られた床面積の

有効利用を図る、また、荷捌き区画床面の清掃を徹底し、衛生的な作業環境の維持すること

で、虫湧きの発生を予防し、ダガーの市場内での損失を最小限とする等、市場の管理機関と

利用者、双方の創意工夫により、さらなるダガーの品質向上と付加価値の増加を図ることが

望まれる。

３）市場施設の有効活用

　取扱量の９割以上を占めるダガーは、月齢と雨季、乾季により取扱量が大きく変動し、市

場全体の稼働率が変化する。この変動量には規則性があり、ある程度予測することが可能で

ある。従って、ダガーの取扱量が減少する期間に使われないダガー荷捌区画の有効活用を図

り、ダガー以外の産品の取扱量を増加し、市場全体の稼働率の向上及びムワンザ市の歳入増

加を図る等、柔軟かつ計画的な市場運用・管理システムを構築することが望まれる。具体的

には、雨の影響を受けやすい産品で保存期間が比較的長い穀物、豆類、乾燥キャッサバ等の

入荷をダガー取扱量の少ない時期に合わせる。また、近年その取扱量が増加傾向を示してい

る飼料として利用される貝殻は、雨に影響されず、また保存期間も長いことから、ダガーの
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閑散期となる満月近くに取扱量を増やす等の調整は比較的容易であり、実行可能と考えられ

る。このように、柔軟かつ計画的な市場運用・管理システムを構築することが望まれる。

４）市場運営経費の利用者負担制度の導入

　市場内で使用する電気、水道等、使用者別に使用量が明確に把握できる費用については各

利用者又は使用者団体別による使用料負担制度の導入、実施が望まれる。この、利用者負担

制度の導入により施設の使用者別の権利と義務を明確化し、電気、水の節約等の使用者の責

任意識の向上を図り、同時に利用者間での不公平感を解消し、また、市が負担する経費を削

減し、市場施設の適正かつ健全な運営を確保する上で、高い効果が得られるものと考えられ

る。

4-3　プロジェクトの妥当性

　我が国の無償資金協力により協力対象事業を実施することが妥当であると判断される諸点

について、以下に述べる。

（１）タンザニア国の国家開発政策の重要課題は貧困の削減である。本プロジェクトの直接

の裨益者は、ビクトリア湖に面するムワンザ、マラ、カゲラ州の零細漁民とキルンバ

魚市場内の就労者であり、その多くが貧困層に属している。また、ムワンザ、マラ、

カゲラ州の人材開発指数（HDI）は、タンザニア国本土内の 20 州の中で、それぞれ 17

位、13 位、16 位、また、人材欠乏指数（HPI）は 14 位、15 位、20 位と、いずれも貧

困度が高い地域に属していおり、同国の上位計画である貧困削減戦略書（PRSP）に

も合致する内容である。緊急性や波及効果の面においても、直接及び間接的な裨益対

象地域が広範囲にわたることが予想されること、また、ムワンザ市は同国の内陸部の

水産物及び農産物等の流通拠点であることから、キルンバ魚市場の建設事業の効果は

大いに期待される。

（２）水産分野の開発指針として「水産資源の保護及び有効な開発による現在及び将来の国

民への持続的な便益をもたらすこと」が掲げられている。本プロジェクトは、これら

同国の上位計画及び漁業振興計画を基本として実施された「タンザニア国水産業振興

マスタープラン調査」による最も優先度の高いプロジェクトとしての評価を得ており、

上位計画との整合性が高く、また以下に示す当該セクターの基本政策と合致している。

・国家レベル ：食糧の自給率維持・安定供給確保、国民の栄養状況改善、外貨獲得

・水産開発政策 ：水産資源の有効利用、水産物（食糧）の供給量増大
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（３）計画周辺及びビクトリア湖の自然環境への影響を十分考慮し、特に湖水の汚染対策を

施し、計画地の現状地形を変えない施設配置、自然通風、採光を取り入れる等、計画

施設の維持管理費の削減と中・長期的運用を考慮したプロジェクトとして計画されて

いる。

（４）本プロジェクトで整備される施設の維持管理は、責任機関である天然資源観光省、同

水産局及び運営機関であるムワンザ市の予算、人員体制、運営システムで行うことが

可能であり、新たな運営資金、人員の確保、また管理技術の習得等を必要としない。

（５）本プロジェクトは、我が国の無償資金協力制度により、特別な問題、支障を伴うこと

なく実施することが可能である。

4-4　結論

　本プロジェクトは前述のように多くの効果が期待されると同時に、本プロジェクトがムワ

ンザ、マラ、カゲラ州の地方域の貧困層に属する零細漁民及びキルンバ魚市場で働く労働者

の収入の安定、生活レベルの向上に裨益し、また、水産資源の有効活用、国民への動物性タ

ンパク源の安定供給に寄与することから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資金

協力を実施することの妥当性が確認される。

　さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、実施機関である天然資源観光省水

産局、運営機関であるムワンザ市ともに人員、資金が十分備わっており問題ないと考えられ

る。
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［資料］

１．調査団員氏名

（１）基本設計調査時

氏　名 担　当 所　属

林� 　将幸 総　括 国際協力事業団　無償資金協力部　業務四課

原　貴昭 � 技術参与 水産庁　資源管理部　国際課　海外漁業協力室

糸井� 信男 業務主任/水産物流通計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

横川� 正大 土木施設計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

　土屋� 政美 建築計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

高橋� 昭好 自然条件調査 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

森下� 文彦 水産機材計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

古田� 真三 施工計画／積算 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

（２）基本設計概要説明調査時

氏　名 担　当 所　属

林� 　将幸 総　括 国際協力事業団　無償資金協力部　業務四課

長谷川　充男 � 技術参与 水産庁　資源管理部　国際課　海外漁業協力室

糸井� 信男 業務主任/水産物流通計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

横川� 正大 土木施設計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

　土屋� 政美 建築計画 ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）
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（１）現地調査詳細日程

調査内容 宿泊・車輌

日 月日 曜 官団員 コンサルタント

1 2/15 土 成田発→ロンドン着、ロンドン発→

2 2/16 日 ダルエス着（7:25） ダルエスサラーム

3 2/17 月 大使館、JICA 事務所表敬、財務省、天然資源観光省表敬、

ICP レポート説明

ダルエスサラーム

4 2/18 火 ムワンザへ移動、ムワンザ州表敬、ムワンザ市当局表敬、

サイト状況調査

ムワンザ

5 2/19 水 市当局・水産局支所合同会議、ダルエスへ移動 ムワンザ

6 2/20 木 水産局協議 ダルエスサラーム、他

7 2/21 金 ミニッツ案協議、現地調査準備 ダルエスサラーム、他

8 2/22 土 ミニッツ署名 ダルエスサラーム、他

9 2/23 日 団内協議、②④⑤⑥ムワンザへ移動 ダルエスサラーム、他

10 2/24 月 大使館、JICA 等報告①③参加、②④⑤⑥自然条件・流通事情等準備 ダルエスサラーム、他

11 2/25 火 ダルエス発→

ロンドン着

①③ムワンザへ移動、②④⑤⑥空港、

民間造船所、建築法規関連調査

ダルエスサラーム、他

12 2/26 水 ロンドン発→ ムワンザ周辺流通事情調査、市当局調査 ムワンザ

13 2/27 木 成田着 市役所報告・協議、流通関係ヒアリング ムワンザ

14 2/28 金 電力・給水事情調査 ムワンザ

15 3/01 土 ムワンザ周辺、漁村等等調査 ムワンザ

16 3/02 日 流通事情調査 ムワンザ

17 3/03 月 ①③水産局と協議、②⑥建設事情調査、④⑤造船所調査 ムワンザ

18 3/04 火 ①②③⑥ダルエスへ移動 ダルエスサラーム、他

19 3/05 水 ①③水産局と協議、②⑥建設事情調査 ダルエスサラーム、他

20 3/06 木 ①②③⑥水産局と協議、大使館、JICA 報告 ダルエスサラーム、他

21 3/07 金 ①②③⑥水産局と協議、④⑤ダルエスへ移動 � ダルエスサラーム、他

22 3/08 土 補足調査 ダルエスサラーム、他

23 3/09 日 ①②⑥ダルエス発→ロンドン着、③⑤ダルエス発→ナイロビ着 ダルエスサラーム、他

24 3/10 月 ①②⑥ロンドン発→、③⑤建設事情調査 ダルエスサラーム、他

25 3/11 火 ①②⑥成田着、③⑤流通事情調査、

④ダルエス→ムワンザ地質調査確認

ダルエスサラーム、他

26 3/12 水 ③⑤ナイロビ発→ダルエス着、④ムワンザ→ダルエス ダルエスサラーム、他

27 3/13 木 ③④⑤天然資源観光省報告、JICA 報告 ダルエスサラーム

28 3/14 金 ③④⑤ダルエス発→ロンドン着 ロンドン

29 3/15 土 ③④⑤ロンドン発→ 機中泊

30 3/16 日 ③④⑤成田着（9:01）

①�業務主任、②土木施設計画、③建築計画、④自然条件調査、⑤水産機材計画、⑥施工計画／積算 　　　
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（２）基本設計概要説明調査時

調査内容 宿泊

日順 月/日 曜日 官団員 コンサルタント

1 6/23 月 東京発→アムステルダム着 アムステルダム

2 6/24 火 アムステルダム発→（キリマンジャロ経由）

ダルエスサラーム着

ダルエスサラーム

3 6/25 水 大使館、JICA 事務所表敬、

天然資源観光省・水産局表敬、基本設計概要書説明

ダルエスサラーム

4 6/26 木 基本設計概要書説明、ムワンザへ移動 ムワンザ

5 6/27 金 ムワンザ州表敬、ムワンザ市当局表敬、基本設計概要書説明

サイト補足調査、

ムワンザ

6 6/28 土 市当局及び同水産課との協議 ムワンザ

7 6/29 日 ダルエスサラームへ移動、（団内会議） ダルエスサラーム

8 6/30 月 水産局協議、現地補足調査、 ダルエスサラーム

9 7/�1 火 ミニッツ（案）作成・協議、 ダルエスサラーム

10 7/�2 水 ミニッツ署名、財務省表敬・報告、大使館、JICA 事務所報

告

ダルエスサラーム発→

機内泊

11 7/�3 木 アムステルダム着）、アムステルダム発→ 機内泊

12 7/�4 金 成田着
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３．関係者（面会者）リスト

天然資源観光省（Ministry�of�Natural�Resource�and�Tourism）

　Mr.�Salmon�Odunga 次官　 Permanent�Secretary

水産局（Fisheries�Division）

　Mr.�Thomas�W.�Maembe 水産局長　 Director�of�Fisheries

　Mr.�Raphael�R.�Mapunda 水産局次長　 Asst.�Director,�Fisheries�Policy,

Planning�and�Extension�Service

　Mr.�W.�V.�Haule 水産局次長　 Asst.�Director,�Fisheries�Research,

Training�&�Statistics

　Mr.�Lawrence�B.�Mkwizu 主席補水産職員　 Principal�Asst.�Fisheries�Officer

　Mr.�Baraka�S.M.�Mnguhwi 上級水産局員　 Senior�Fisheries�Officer,

　Mrs.�Mwanaidi�R.�Mlolwa 上級水産局員　 Senior�Fisheries�Officer

　Mrs.�Jauet�S.�Uronu 海難管理局次長　 Ag.�Asst.�Director,�Surveillance�&�Control

　Mr.�Ngwala�Jihulya 主席水産職員　 Principal�Fisheries�Officer

　Mr.�Baraka�Kuguru 上級水産局員　 Senior�Fisheries�Officer

　Mr.�Erastus�J.�Musha 次席水産職員 Senior�Fisheries�Officer

　Mr.�Mahatane�Agelous ムワンザ地域水産担当官　Regional�Fisheries�Officer�Mwanza

大蔵省外国援助局（Ministry�of�Finance）

　Ms.�Joyce�K.�G.�Mapunjo 外国援助局臨時局長　Atg.�Commissioner�Bilateral�Cooperation

　Mr.�Paul�Mwafango 外国援助局副局長　 Asst.�Commissioner�Bilateral�Cooperation

ムワンザ州・郡　(Mwanza�Region,�Mwanza�District)

　Mr.�Clemeuce�Rutahiwa ムワンザ州副知事　 Regional�Administrative�Secretary

　Mr.�Jerald�John�Ghachocha ムワンザ郡知事 District�Commissioner

ムワンザ市（Municipality�Mwanza）

　Mr.�Leonald�B.�Bihondo 名誉市長 Load�Mayor

　Mr.�Paul�Baruti 市長　 City�Director

　Mr.�Kauswa�K.�Phineas ムワンザ市水産局担当官　 City�Fisheries�Officer

　Mr.�Rwekaza�T.�Charles 水産調査官　 Fisheries�Officer�I/C�of�Prosecution

　Mr.�Kennedy�m.�Kitinusa ムワンザ市水産局担当官　 City�Fisheries�Officer

　Mr.�Makune�Makuke ムワンザ市水産局担当官　 City�Fisheries�Officer

　Mrs.�Radhnuida�R.�Mbihichi 上級水産担当官　 Senior�Fisheries�Office,�Acting�Principal

　Mr.�S.A.�Lukanga 水産物検査官　 Fish�Inspector

　Mr.�Rowadhani�Mhekebe 上級水産担当官補佐　 Senior�Asst.�Fisheries�Officer

　Mr.�Alfred�C.�Luanda 都市計画官　 Mwanza�City�Council



資料 - 5

　Mrs.�Hilda�Ndyuki 建築担当官　 Architect

　Mr.�Mndeme�Gadi�H. 保健局職員 Health�department

Kirumba 市場（Kirumba�Fish�Maarket）

　Mr.�Cornery�Sima キルンバ市場長　 Market�Manager

　Mr.�Kangezi� Ushirika 組合長　 Chairman

　Mr.Loviliro 林産物組合長　 Chairman

　Mr.�Cabonga 代表　 Chairman,（Ivanda）

　Mr.�Kangezi 代表　 Chairman,�Ushirika�Wauza�Samaki�Mwaloshi�ltd.

　Mr.�Loviliro 代表　 Chairman,�Forest�Products�cooperation

ニゲジ淡水漁業研究所（Nyegezi�Freshwater�Fisheries�Institute）

　Mr.�John�Makene 所長　 Princial

　Mr.�Charles�F.�Swai 冷凍技師　 Refrigeration�Engineer

タンザニア水産研究所（Tanzania�Fisheries�Research�Institute）

　Mr.�Enock�Mlaponi 副所長 Act.�Centre�Director

タンザニア電力会社（Tanzania�Electricity�Company）

　Mr.�Bengie�H.�Msofe 技師　 Engineer

ムワンザ都市給水排水公社（Mwanza�Urban�Water�&�Sewerage�Authority）

　Mr.�Zephania�Mihayo 公社総裁　Managing�Director

在タンザニア日本国大使館

　出木場　一実 特命全権大使

　岡部　孝道 公使

　平山　達夫 一等書記官

　伊藤　直樹 二等書記官

国際協力事業団タンザニア事務所

　青木　澄夫 所長

　木之本　浩之 次長

　松下　香 所員

　小林　知樹 所員

　Ms.�Deborah�Sunguisia 所員

日本貿易振興会ナイロビ事務所

　神田　弘恭 所長

　石原　好仁 所員
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資料６： 基本設計概要表

基本設計概要表

１．協力対象事業名

タンザニア国 ムワンザ市キルンバ魚市場建設計画

２．我が国が援助することの必要性・妥当性

（１）我が国が当該国に対し援助することの必要性・妥当性

タンザニアは東部、南部アフリカの安定勢力として近隣諸国との友好関係強化に努めており、紛争

の解決に向けた仲介努力や難民の受入、PKO 派遣など、アフリカの抱える諸問題に関して指導的な

役割を担っている。非同盟主義、反植民地主義という二大原則を掲げつつ、従来からアフリカ統一機

構（OAU）、非同盟諸国連合会議、国連等で積極的な活動を展開しており、アフリカ諸国の間におい

て政治的な影響力を有していることから、対アフリカ外交上の拠点国の一つと位置づけられる。対ア

フリカ援助の重点国として、その発展を支援し、良好な二国間関係の更なる強化を図ることは、我が

国外交上の資産ともなりうる。また、タンザニアは、一人当たりの GNP が 210 ドルと極めて低い水

準にあることに加え、3400 万を超える人口を有しており、天然資源、観光資源も豊富で潜在的な経

済発展の可能性を有していることから、引き続き支援を行っていくことが重要である。

（２）当該プロジェクトを実施することの必要性・妥当性

タンザニアの漁業振興は食糧保障と貧困層に属する漁業従事者の生活レベルの向上という観点より

重要産業として位置付けられている。水産セクターの GNP に占める割合は 3％、年間漁業生産量は

約 33 万トン、零細漁業の生産量が全体の 99.6％を占めている。専業漁民数は約 10.3 万人、漁船数

約 3 万隻、漁民、漁船ともに約 8 割が内水面漁業に従事している。漁獲可能水産資源量は推定 73 万

トンで、生産量に対し余裕があるが、①基本インフラが未整備である、②漁民の組織化が遅れている、

③行政面の指導・支援体制確立が遅れていることから、近年の漁業生産量は約 35 万トンをピークと

して伸び悩んでいる。海面漁業生産量の割合は約 2 割で、内水面漁業生産量が約 8 割以上を占めて

いる。なかでも、ビクトリア湖の生産量は国内生産量の約 50％を占め、その約９割がムワンザ地区

で陸上げされている。特にダガー（淡水イワシ）は、100％近くがムワンザ市の既存キルンバ魚市場

で陸揚げ・集荷されており、国民への動物性タンパク源の供給に貢献している。しかし、既存キルン

バ魚市場は、露天、未舗装の自然状態で利用されており、岸壁、桟橋等の陸揚げ施設、管理事務所、

組合事務所等の管理運営施設、卸売、荷捌、保管・積込場等の売場施設等、魚市場として必要な施設

が整備されていない。従って、一年を通して、交易船で運ばれてくる産品の陸揚げ・搬入作業効率が

低く、市場全体の効率的な管理と有効活用が困難である。さらに、雨季期間中には、水濡れ・蒸れ・

虫の発生等により乾燥ダガーの品質が劣化する、生産地で十分乾燥できなかったダガーや輸送中に雨

や波しぶき等により濡れたダガーの再乾燥ができない、また、降雨により全ての販売・流通活動が中

断する等の問題が発生している。

３．協力対象事業の目的（プロジェクト目標）

タンザニア国のビクトリア湖畔に位置するムワンザ市において、同国のビクトリア湖地域の水産流

通拠点としての魚市場を整備することにより、流通活動の効率化と活性化と流通過程で発生する漁獲

後損失の低減を図ることを目的とする。



資料－３１

４．事業の内容

（１）対象

タンザニア国北西部地域ムワンザ市周辺地域

（２）アウトプット

ビクトリア湖に接する３州ムワンザ州、マラ州、カゲラ州の内水面漁業の流通拠点であるムワ

ンザ市キルンバ魚市場において、周辺漁民及び水産物卸売業者の活動を支援する魚市場施設及

び陸揚げ施設、加工作業施設、食堂施設が整備される。

（３）インプット

【日本側】

・魚市場棟１カ所の建設

・給水設備、電気設備 1 式の建設

・場内道路、擁壁、外構等の魚市場施設整備 1 式の建設

・浮桟橋、連絡橋、渡桟橋の陸揚げ施設整備 1 式の建設

・加工活動支援施設１カ所の建設

・食堂棟１カ所の建設

・管理事務所棟 1 棟、組合事務所棟 4 棟の建設

・守衛室、ゴミ置場、公衆トイレ、各 2 棟の建設

【相手国側】

・建設用地の確保

・建設期間中の既存施設用代替地の確保

・塀及び門の建設

（４）総事業費

概算事業費 6.46 億円（日本側 6.43 億円、タンザニア側 0.03 億円）

（５）スケジュール

【日本側負担による資機材調達】

詳細設計期間を含め約 15 カ月の工期を予定

【相手国側による資機材調達】

約 3 カ月を予定

（６）実施体制

実施期間：天然資源観光省水産局

運営機関：ムワンザ市

監督機関：天然資源観光省水産局
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５．成果の目標

（１）プロジェクトの裨益対象の範囲及び規模

ムワンザ州、マラ州、カゲラ州の漁業生産地及びその周辺域、漁獲物の主な消費地域であるム

ワンザ州、アルーシャ州、ダルエスサラーム州、タボラ州、ルブマ州と周辺国（6 カ国）

１）直接裨益者

ムワンザ州、マラ州、カゲラ州の漁業従事者約 32,000 人、キルンバ魚市場利用約 2,000 人

２）間接裨益者

ムワンザ州、マラ州、カゲラ州の漁業従事者及びキルンバ魚市場利用の家族約 15 万人

地元及び国内の国内主要市場 5 州の消費者約 950 万人

（２）事業の目的（プロジェクト目標）達成を示す成果指標

指 標 2003 年（実施前） 2007 年（実施後）

1) 降雨による魚市場の年間閉鎖日数 年 30 日以上 ほぼ０日

2) 降雨による荷捌き・保管・積込み作業中断回数 年 120 回以上 ほぼ 0 回

3) 魚市場内でのダガーの品質低下による損失率 10～15％（重量比） ５％以下（重量比）

4) 入水荷役・陸揚げ作業率 入水作業 100％ 入水作業 0％

5) 統計調査項目数 ・ダガー陸揚量 ・産地別生産量

・仕向地別出荷量

・食品と飼料用比率

・交易船利用隻数

（３）その他の成果指標

なし

６．外部要因リスク

（１）キルンバ魚市場の他に、新たな陸揚げ・卸売施設、道路網等が整備され、ビクトリア湖畔の

流通インフラ状況が大きく変化する場合、成果指標値に影響が及ぶ恐れがある。

（２）生産地での乾燥加工施設、梱包作業施設が整備され、生産・輸送過程における損失の発生が

大きく改善され、流通経路が大きく変化する場合、計画施設が十分活用されなくなる恐れが

ある。

（３）ムワンザ周辺域において、疫病・伝染病の発生、暴動、内戦等の治安を含む社会的環境が悪

化する場合、計画施設が使用できなくなる恐れがある。

（４）水産食品需要が極端に低下する場合、計画施設が十分活用されなくなる恐れがある。

（５）荷役装置付の大型機関駆動運搬船による大量かつスピード化された集荷・輸送システムが発

達し、既存の無動力交易船が衰退する場合、計画施設が十分活用されなくなる恐れがある。

（６）ムワンザ市が著しい財政難に陥り、大幅な予算削減、人員削減を行い、魚市場の運営・維持

管理に必要な予算及び人員の確保ができなくなる場合、成果指標値に影響が及ぶ恐れがある。
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７．今後の評価計画

（１）事後評価に用いる成果指数

１）降雨による魚市場の年間閉鎖日数

２）降雨による荷捌き・保管・積込み作業中断回数

３）魚市場内でのダガーの品質低下による損失率

４）水中荷役・陸揚げ作業率

５）統計調査品目数

（２）評価のタイミング

２００７年以降
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